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日向市公告第 31号

条件付一般競争入札の実施について

このことについて、下記のとおり条件付一般競争入札を実施するので、参加を希望する場合

は、届出書等を作成の上、提出してください。

令和７年４月 30日

日向市長 西 村 賢

記

１ 入札に付する事項

（１）事 項 名 令和７年度日向市学校給食センター自動販売機設置場所貸付

（２）仕 様 別添「令和７年度日向市学校給食センター自動販売機設置場所貸付に係

る条件付一般競争入札実施要領（以下「実施要領」という。）」のとおり

（３）物件場所 別添「物件別仕様書」のとおり

物件１：日向市学校給食センター

（４）貸付期間 令和７年６月１日から令和 10 年５月 31日まで

※ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に基づく長期継続契約

２ 入札に参加する者に必要な資格

入札に参加することができる者は、市が自販機の設置・管理・運営が可能と判断した法人又は個人

で、次の要件を全て満たす者とする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。

（２）手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著し

く不健全であると認められる者でないこと。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開

始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

（４）民事執行法(昭和５４年法律第４号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国

税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け、支払が不可能になっ

た者でないこと、又は第三者の債権保全請求が常態となったと認められる者でないこと。

（５）本業務の公告日から契約締結日までのいずれの日においても、市が発注する建設工事等の契

約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱（昭和５７年日向市告示第３４号）第



2

１０条及び市が発注する物品等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱

（平成２９年日向市告示第６１号）第９条の規定に基づく指名停止を受けていない者であるこ

と。

（６）本業務の公告日から契約締結日までいずれの日においても、県が発注する建設工事等の契約

に係る入札参加者の資格等に関する要綱（平成２０年宮崎県告示第３６９号）第１０条及び物

品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和４６年宮崎県

告示第９３号）第８条の規定に基づく入札参加の資格停止を受けていない者であること。

（７）日向市暴力団排除条例（平成２３年日向市条例第２３号）第６条に基づく必要な措置として、

以下に掲げる事項に該当しないこと及び今後についても該当しないと確約できること。

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しく

は常時契約を締結する事務所を代表する者を、団体である場合は代表者、理事等、その他経営

に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）及び暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団関係者」と

いう。）であるもの。

イ 暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与しているもの。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用しているもの。

エ 役員等が、暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの。

オ 役員等が暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているもの。

カ 役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているもの。

（８）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に基づく

処分の対象となっている団体及びその構成員でない者であること。

（９）市税（日向市に対して納税義務のあるものに限る。）並びに法人税、所得税、消費税及び地方

消費税を滞納していない者であること。

（10）これまでに市が行った自販機設置場所貸付に係る入札において、落札後、正当な理由なく辞退

した者（３年を経過したものを除く。）でないこと。

（11）法人の場合は、宮崎県内に本店、支店又は営業所を有し、個人の場合は、日向市内で事業を営

んでいる者であること。

（12）入札公告の日から過去２年以内に、自販機の設置・管理・運営をした実績を有していること。

３ 入札・契約条項を示す場所及び期間

（１）掲示場所 日向市大字塩見３０１６番地３ 日向市学校給食センター

（２）掲示期間 令和７年４月３０日（水）から 令和７年５月２２日（木）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除き、7時 45 分～16 時 30 分（ただし、12～13 時を除く。））
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４ 入札の日時及び場所

(１) 日時 令和７年５月２２日（木） 午後２時から

(２) 場所 日向市学校給食センター ２階会議室

５ 入札保証金及び契約保証金

免除とする。

６ 貸付料の支払方法

貸付料は、市（貸付人）が発行する納入通知書により、納入通知書に記載された納入期限まで

に、当該年度分を納入するものとする。

７ 入札の無効要件に関する事項

次に掲げる事項に該当する入札は無効とする。

（１）入札に参加する資格がない者の入札

（２）同一人が同一事項についてした２通以上の入札

（３）２人以上の者から委任を受けた者が行った入札

（４）入札書の表記金額を訂正した入札

（５）入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札

（６）入札金額内訳書の提出を要するもので、入札金額内訳書の提出のない入札

（７）最低貸付料に達しない価格で行った入札

（８）連合その他不正の行為があった入札

８ 落札者の決定

市が設定する年額の最低貸付料以上の価格で有効な入札を行った者のうち、最高の価格（賃貸借

期間の１年度当たりの年額）を入札した者とする。

９ その他必要な事項

その他、入札参加に必要な手続、契約の条件等については、「実施要領」による。


